
番号 84

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 建築指導課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間

　　　標　準　処　理　期　間 計 5日

判　断　基　準

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第1項、法律第３５条第1項の認定基準に適合する
こと。

【根拠法令等】
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定）
第３４条　建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の
向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等（以下「エネルギー消費性能の向上のための建築物
の新築等」という。）をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費
性能の向上のための建築物の新築等に関する計画（以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」とい
う。）を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
２　建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　建築物の位置
　二　建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
　三　エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画
　四　その他国土交通省令で定める事項
３　建築主等は、第一項の規定による認定の申請に係る建築物（以下「申請建築物」という。）以外
の建築物（以下「他の建築物」という。）のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、当該申請建
築物に自他供給型熱源機器等（申請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等
（熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で
定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。以下この項において同じ。）をいう。）
を設置しようとするとき（当該他の建築物の熱源機器等（エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない
ものとして国土交通省令で定めるものを除く。）が設置されているとき又は設置されることとなると
きを除く。）は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる
事項を記載することができる。
　一　他の建築物の位置
　二　他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
　三　その他国土交通省令で定める事項
４　建築主等は、次に掲げる場合においては、第一項の規定による認定の申請をすることができな
い。
　一　当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築物エ
ネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき。
　二　当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築物エ
ネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき（当該申請をしようとする建築物
エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が当該他の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る
申請建築物と同一であるときを除く。）。

審査基準及び標準処理期間整理個表

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合する場合に認定す
る。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）

第34条第1項

1週間



手続の流れ

申請

交付

１週間

（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等）
第３５条　所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係
る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をする
ことができる。
　一　申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準（建築物エネルギー消
費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済
産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第四号及び第四十条第一項において同じ。）に適合す
るものであること。
　二　建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものである
こと。
　三　前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂
行するため適切なものであること。
　四　建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあって
は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネル
ギー消費性能誘導基準に適合するものであること。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
　

市 民 建築指導課


